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(57)【要約】
【課題】品質が一定で残留単量体含量の少ない高品質の水溶性重合体を効率よく製造する
ことができる紫外線照射装置、紫外線照射装置を備えたベルト重合機及びそれを用いた水
溶性重合体の製造方法を提供する。
【解決手段】ベルト基材の上方に設置され、蛍光灯型紫外線発生器を備えたベルト重合機
用の紫外線照射装置であって、該紫外線照射装置は、ベルト基材面における紫外線強度の
平均値をＡ、紫外線強度の標準偏差をσとした場合、光量分布の程度を表す分布比率Ｘ（
σ／Ａ×１００）が１５％以下である紫外線照射装置である。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ベルト基材の上方に設置され、蛍光灯型紫外線発生器を備えたベルト重合機用の紫外線照
射装置であって、
該紫外線照射装置は、ベルト基材面における紫外線強度の平均値をＡ、紫外線強度の標準
偏差をσとした場合、光量分布の程度を表す分布比率Ｘ（σ／Ａ×１００）が１５％以下
であることを特徴とする紫外線照射装置。
【請求項２】
前記蛍光灯型紫外線発生器は、長軸方向がベルト基材の進行方向に沿って配列されている
ことを特徴とする請求項１に記載の紫外線照射装置。
【請求項３】
前記蛍光灯型紫外線発生器は、長軸どうしの間隔が２５ｃｍ以下となるように備えられて
いることを特徴とする請求項１又は２に記載の紫外線照射装置。
【請求項４】
前記紫外線照射装置は、蛍光灯型紫外線発生器の設置密度が低い重合前段部と、設置密度
が高い重合後段部とを有することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の紫外線照
射装置。
【請求項５】
前記蛍光灯型紫外線発生器は、調光可能な蛍光灯型紫外線発生器であることを特徴とする
請求項１～４のいずれかに記載の紫外線照射装置。
【請求項６】
前記蛍光灯型紫外線発生器は、近紫外線発生器であることを特徴とする請求項１～５のい
ずれかに記載の紫外線照射装置。
【請求項７】
請求項１～６のいずれかに記載の紫外線照射装置を備えたことを特徴とするベルト重合機
。
【請求項８】
請求項７に記載のベルト重合機を用いて、重合性単量体を含む重合用溶液に紫外線を照射
し、連続的に重合を行う工程を含むことを特徴とする水溶性重合体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、紫外線照射装置、ベルト重合機、及び、水溶性重合体の製造方法に関する。よ
り詳しくは、増粘剤や凝集剤として優れた機能を発揮し、各種工業製品の原料等として用
いることができる水溶性重合体の製造方法に好適な紫外線照射装置、そのような装置を備
えたベルト重合機、及び、それを用いた水溶性重合体の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
水溶性重合体は、増粘剤、粘着剤、凝集剤、吸湿剤、乾燥剤等としての優れた基本性能を
有することから、種々の用途において適用され、需要の増大が期待されている。例えば、
掘削土処理剤や湿布薬・パップ剤用添加剤、浚渫土処理剤等の他、医薬、塗料、製紙、洗
剤や化粧品、水処理、繊維処理、土木建築や農・園芸、接着剤、窯業、製造プロセス、そ
の他の分野において多岐にわたって使用されている。また、適度な粘度を有し、残存する
単量体量等が少ない優れた高品質の水溶性重合体は、その性能や安全性の面から食品や飼
料、医薬品の用途に好適に適用することができる。
【０００３】
従来の水溶性重合体の製造方法としては、ベルト重合機のベルト基材上に単量体を展開し
て光を照射し、光重合させて重合体を得る製造方法が用いられている。ベルト重合によっ
て工業的な生産性が向上されることになるが、これに関しては、例えば、可動ベルト上で
、アクリル系単量体溶液層の上面および下面を水で冷却しながら、溶液層上に設置した紫
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外線ランプによりアクリル系単量体を連続的に光重合させ、得られる重合体をドラムを介
して紫外線ランプの上部に移行してから更に光照射を行うことで光重合させるアクリル系
重合体の製造方法（例えば、特許文献１参照）が開示されている。
また光重合に関しては、水溶性または水膨潤性の重合体を製造する方法であって、水性混
合物を形成する工程と、水性混合物を１０００μＷｃｍ－２までの強度で紫外線照射に付
すことによって重合を実施する工程と、その生成物を、１０００μＷｍ－２を超える紫外
線照射に付す工程とを含む方法が開示されている（例えば、特許文献２参照）。更に、第
一段の光照射で単量体の大半を重合せしめた後、第二段以降の後照射で、光強度を漸増し
ながら光照射重合を行う水溶性ビニル系重合体の製造方法（例えば、特許文献３参照）が
開示されている。
【特許文献１】特許第３９６４３４８号明細書（第１、１０頁等）
【特許文献２】特表２００４－５２９９９３号公報（第２、１６、１７頁等）
【特許文献３】特許第３６２１５５４号明細書（第１、７頁等）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、従来の紫外線照射装置を備えたベルト重合機を用いて水溶性重合体等を光
重合させると、光重合条件によっては、あるいはベルト基材面上で光重合される位置によ
る差、例えば、ベルト中央部とベルト端部とにおいて、水溶性重合体の品質が安定しない
ことが判った。具体的には、従来技術に開示のある条件だけでは、ベルト中央部とベルト
端部とにおいて残存モノマー量に差のある重合体が製造されたり、ベルト端部において不
溶解分が多い重合体が製造されたりする場合があった。よって、例えば、上述したような
従来技術の光ベルト重合条件による重合方法では、より物性（例えば、分子量、あるいは
重合度合い）が均一で、残存モノマーも少なく、品質が一定の水溶性重合体等を効率よく
安定に、かつ連続的に製造することは難しく、これらの解決すべき課題があるという結論
に至った。
本発明者は、上記課題を解決するためには、先ず、照射される紫外線を一定にかつ均一に
特定するということ、すなわち、光ベルト重合の技術分野においてはこれまでの予測を超
えて光の均一性が非常に重要であるという今までにはなかった着想を得て、それを実現す
るための手法を種々検討した。その結果、どのような紫外線発生器をどのように配列すれ
ば、照射される紫外線の量がより均一になり、工業的にも安定に、連続して水溶性樹脂の
光ベルト重合が行えるか等を見いだし、本発明を完成するに至ったのである。
また、従来の技術においては、光重合を行う紫外線発生器として水銀ランプを用いている
ものもあるが、水銀ランプは通常、図１２で示すような形状をしているものであり、この
ようなランプの使用では、ベルト基材面における紫外線の均一性を向上させるには限界が
あることを見いだした。
更に、紫外線の照射強度に関して、上述した従来技術においては、重合開始時には比較的
小さくし、重合後半には紫外線の照射強度を大きくすることで、不用意な若しくは急な重
合反応や、重合熱による加熱を防止しているものであるが、この技術のみによっては上記
課題を解消することはできないものであることをも見いだした。
本発明は、上記現状に鑑みてなされたものであり、品質が一定で残留単量体含量の少ない
高品質の水溶性重合体を効率よく製造することができる紫外線照射装置、紫外線照射装置
を備えたベルト重合機、及び、それを用いた水溶性重合体の製造方法を提供することを目
的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明者は、上記問題点に鑑み、検討した結果、ベルト基材の上方に設置され、蛍光灯型
紫外線発生器を備えたベルト重合機用の紫外線照射装置を用いて水溶性重合体含水ゲルを
製造する方法において、紫外線を照射するにあたり、ある特定の照射条件下で照射を行う
こと、あるいはその照射強度を制御するようにして光重合を行うことが上記課題解決にと
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って有効であることを見いだした。すなわち、ベルト基材面における紫外線強度の平均値
をＡ、紫外線強度の標準偏差をσとした場合、光量分布の程度を表す分布比率Ｘ（σ／Ａ
×１００）が１５％以下であるようにすると、重合用溶液に対する光量の均一性を水溶性
重合体の製法に充分に適したものとすることができ、これにより、均一で高品質な製品を
安定的に製造することができることを見いだした。さらに、重合過程における反応の急激
化や他の工程上のトラブルもなく、光重合を行えることを見いだした。
また光照射強度をより均一にすることについて鋭意検討した結果、例えば、紫外線発生器
の配列や構成を工夫する（高密度に配列する、向きを工夫する、紫外線を反射するように
構成する）ことや、一般的に多用されている水銀ランプではなく、棒状（直線状）の蛍光
灯型紫外線発生器を特定の使用方法で用いることによって上記分布比率Ｘを１５％以下と
することができることを見いだした。
更に、従来の技術の中には、蛍光ランプを用いて重合を行っているものもあるが調光でき
るものではなかったため、これを調光可能なものとすることによって、得られる重合体の
均一性を保持した上で、容易に製造条件を変更することができ、利便性が向上し、ひいて
は生産性の向上も図ることができることも見いだし、本発明に到達したものである。
【０００６】
すなわち本発明は、ベルト基材の上方に設置され、蛍光灯型紫外線発生器を備えたベルト
重合機用の紫外線照射装置であって、該紫外線照射装置は、ベルト基材面における紫外線
強度の平均値をＡ、紫外線強度の標準偏差をσとした場合、光量分布の程度を表す分布比
率Ｘ（σ／Ａ×１００）が１５％以下である紫外線照射装置である。
本発明はまた、上記紫外線照射装置を備えたベルト重合機でもある。
本発明は更に、上記ベルト重合機を用いて、重合性単量体を含む重合用溶液に紫外線を照
射し、連続的に重合を行う工程を含む水溶性重合体の製造方法でもある。
以下に本発明を詳述する。
【０００７】
本発明の紫外線照射装置は、ベルト基材の上方に設置され、蛍光灯型紫外線発生器を備え
たベルト重合機用のものである。上記紫外線照射装置は、ベルト基材上に展開された重合
用溶液に紫外線を照射し、連続的に重合を行う工程において使用される製造装置である。
このような紫外線照射装置を備えるベルト重合機では、ベルト基材が特定の方向に進行し
ながら重合が行われ、光重合された重合体が重合機から取り出された後、ベルト基材は反
転して重合用溶液が展開される位置に戻り、これが繰り返されることになる。本明細書で
は、ベルト基材が進行する方向をベルト基材の進行方向という。なお、「ベルト基材の上
方」とは、ベルト基材よりも上側であることを意味するものである。上記紫外線照射装置
は、少なくとも一部がベルト基材の上側にあればよく、全体がベルト基材の上側にある必
要はない。
【０００８】
上記紫外線照射装置は、側板及び天井板を備え、当該天井板は側板で支持されてベルト基
材の上方に設置されていればよい。上記天井板は、ベルト基材面に対して平行又は略平行
に設置され、上記側板は、ベルト基材の端部付近に鉛直又は略鉛直に天井板の端部を支え
るように設置されている形態が好適である（例えば、図１４参照。）。このような、ベル
ト基材面の上方を覆うように天井板及び側板が設置されている形態が好ましい形態である
。
これによって、ベルト基材面に展開された重合用溶液が保護され、また、不活性ガスを重
合機に導入することによって重合を進行しやすくすることが可能となる。
【０００９】
上記蛍光灯型紫外線発生器は、天井板のベルト基材に向いた側に取り付けられており、該
蛍光灯型紫外線発生器からベルト基材に向かって紫外線が照射されることになる。蛍光灯
型紫外線発生器は、棒状（直線状）等の蛍光灯を備えた紫外線発生器であり、この棒状の
蛍光灯に平行な方向を長軸方向という。なお、蛍光灯の形状は、棒状以外にも、Ｕ字やＳ
字型等のように種々あり得るが、配列の容易さ、光量分布の均一性の確保、あるいは、メ
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ンテナンスのしやすさ等の点で、棒状（直線状、直管状）が好ましい。
【００１０】
上記紫外線照射装置は、ベルト基材面における紫外線強度の平均値をＡ、紫外線強度の標
準偏差をσとした場合、光量分布の程度を表す分布比率Ｘ（σ／Ａ×１００）が１５％以
下である。
上記ベルト基材面における紫外線強度の平均値Ａ及び標準偏差σは、ベルト基材面におけ
る複数の測定点で紫外線強度を測定して算出することになる。
上記紫外線強度の平均値Ａは、製造される重合体の用途や、重合に用いる原料等によって
適切な強度に調整すればよい。例えば、水溶性重合体を製造する場合には、０．１～１０
０Ｗ／ｍ２とすることが好ましい。より好ましくは、０．５～５０Ｗ／ｍ２であり、更に
好ましくは、１～２０Ｗ／ｍ２である。上記「ベルト基材面」とは、ベルト基材の上面（
重合用溶液が展開される面）のことである。
本発明においては、蛍光灯型紫外線発生器からの紫外線があたる重合ゾーンの全体を実質
的に測定して、分布比率Ｘが１５％以下となるように設定すればよいが、ある特定の部分
（領域）だけを測定すれば、分布比率Ｘが１５％を超えるとしても、本発明の効果（例え
ば、重合ゾーンの中央部と端部との残留単量体量、不溶解分の値が小さくなること）が奏
されることになれば、そのような部分的に分布比率Ｘが１５％以下を外れる形態であって
もよい。好ましい形態としては、重合ゾーンの全体を実質的に測定して分布比率Ｘが１５
％以下となる形態である。
【００１１】
上記蛍光灯型紫外線発生器の紫外線強度は、例えば、下記の条件において測定することが
できる。
装置名：ＵＶメーター
製造会社：株式会社カスタム
型式：本体　ＵＶＡ－３６５
センサー：ＵＶセンサー（スペクトラ応答性 ３００ｎｍ～４００ｎｍ〔中心ポイント〕
）
【００１２】
上記光量分布（光強度分布）は、測定点がベルト基材の進行方向に沿って実質的に並列に
配置され、かつベルト基材の幅方向に沿って実質的に並列に配置されている形態（例えば
、図１参照。）で測定するものであることが好ましい。なお、測定は、重合用溶液（反応
液）が展開されていないベルト基材面において測定すればよい。
上記測定点（光量計が配置される点）は、ベルト基材の進行方向に１００ｍｍ以上、４０
０ｍｍ以下の等間隔とし、ベルト基材の幅方向に１００ｍｍ以上、４００ｍｍ以下の等間
隔とすることが好ましい。より具体的には、後述する実施例のように、光量計がベルト基
材の進行方向に１８０ｍｍの等間隔で配置され、ベルト基材の幅方向に１７７ｍｍの等間
隔で配置される形態が挙げられる。
測定点の個数は、１０～５０個／ｍ２であることが好ましく、より好ましくは、２０～４
０個／ｍ２であり、更に好ましくは、３０～３５個／ｍ２である。より具体的には、図１
で示すように、測定点が、３３個／ｍ２で等間隔で配置される形態が挙げられる。
【００１３】
上記紫外線照射装置においては、上述した光強度の測定結果に基づいてその分布が少なく
なり、上記分布比率Ｘの値が１５％以下となるように、ベルト重合機における蛍光灯型紫
外線発生器の配列や構成（高密度に配列する、向きを工夫する、紫外線を反射するように
構成する等）、ベルト基材幅（製品幅）等を調整することになる。より好ましい構成とし
ては、複数の蛍光灯型紫外線発生器によって生じる光の干渉による紫外線強度のピーク（
極大値）の発現が実質的に１つ又は概ね１つとなるようにする構成である。
【００１４】
本発明の紫外線照射装置は、蛍光灯型紫外線発生器の長軸方向が、ベルト基材の進行方向
に対して垂直方向に配列された構造を有するものであってもよいし、ベルト基材の進行方
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向に沿って（進行方向に対して平行方向に）配列された構造を有するものであってもよい
。ベルト基材面における光強度をより均一にする（光強度分布を少なくする）観点からは
、蛍光灯型紫外線発生器は、長軸方向がベルト基材の進行方向に沿って配列されているこ
とが好ましい。これによって、また、蛍光灯型紫外線発生器の設置密度を工夫することに
よって、光強度分布をより均一なものとすることができる。
本明細書中で「蛍光灯型紫外線発生器の設置密度」とは、天井板を上方（ベルト基材面の
法線方向）から見た場合に、天井板の面積に対して蛍光灯型紫外線発生器が設けられてい
る面積で定義されるものである。
【００１５】
なお、図１３は、ベルト基材の進行方向に対して垂直方向に蛍光灯型紫外線発生器の長軸
方向が配置されている場合の紫外線照射装置の平面模式図（ベルト基材面の法線方向から
観察したときの模式図）であるが、図１３（ａ）のような配置であると、ベルト基材上で
重合体を製造する場合、製品幅２７における端部２８では直上に蛍光灯型紫外線発生器３
が設置されていないこととなる。そのため、端部２８と中央部２９とで光照射の強度が変
化し、得られる重合体の品質にムラが生じるおそれがある。また、図１３（ｂ）のように
、製品幅２７から蛍光灯型紫外線発生器３がはみ出しているような形態である場合には、
端部２８の直上に蛍光灯型紫外線発生器が設置されることとなるが、蛍光灯型紫外線発生
器３がはみ出した部分からの紫外線は、重合用溶液に照射されないものとなるため、無駄
な電力を消費してしまうことになる。
そこで、蛍光灯型紫外線発生器の長軸方向がベルト基材の進行方向に沿って配列されたも
の（例えば、図３参照。）とすることによって、製品幅に依存せず、端部であっても、中
央部であっても充分に紫外線を照射することができる。また、図１３（ｂ）のようにベル
ト基材から紫外線発生器がはみ出すことなく配置されるため、電力消費を抑制し、重合用
溶液に対して蛍光灯一本当たりの有効照射面積をより大きなものとすることができる。す
なわち、より効率的かつ経済的に水溶性重合体を製造することが可能となる。
【００１６】
なお、蛍光灯型紫外線発生器の長軸方向がベルト基材の進行方向に沿って配列された構造
においては、蛍光灯型紫外線発生器をベルト基材の進行方向に沿って１つ又は２つ以上を
直列に並べ、かつベルト基材の進行方向に対して垂直方向には、１つ又は２つ以上を並列
に並べた形態とすることが好ましい。例えば、図３は、蛍光灯型紫外線発生器が、ベルト
基材の進行方向に沿って実質的に直列され、かつベルト基材の幅方向に沿って実質的に並
列されている形態を示す斜視模式図である。蛍光灯型紫外線発生器は、２列以上で並列さ
れる形態が好ましい。より好ましくは、３列以上であり、更に好ましくは、４列以上であ
る。
【００１７】
本発明の紫外線照射装置は、蛍光灯型紫外線発生器の長軸方向がベルト基材の進行方向に
沿って配列された領域、当該進行方向に対して垂直方向に配列された領域の両方の領域を
有するものであってもよい。例えば、紫外線照射装置に蛍光灯型紫外線発生器が取り付け
られる際に、先ず重合用溶液（製品幅）上からはみ出さないように蛍光灯型紫外線発生器
がベルト基材の進行方向に沿って配列し、当該方向に配列すれば蛍光灯型紫外線発生器が
終端部からはみ出してしまう領域においては、蛍光灯型紫外線発生器の長軸方向がベルト
基材の進行方向に対して垂直方向に配列された形態が挙げられる。
これによれば、重合前段部側において有効照射面積及び照射強度をより優れたものとする
ことができる。更に、当該進行方向に沿って配列すると蛍光灯型紫外線発生器が重合用溶
液上からはみ出てしまう箇所においては、上記垂直方向に配列されることにより、重合用
溶液の外部域（ベルト基材の終端部よりも先の領域）まで紫外線を照射することによる消
費電力の無駄を実質的に防止することができる。
【００１８】
上記蛍光灯型紫外線発生器は、長軸どうしの間隔が４０ｃｍ以下となるように備えられて
いることが好ましい。上記長軸どうしの間隔とは、蛍光灯型紫外線発生器の中心を通る蛍
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光灯型紫外線発生器の長軸方向に沿った直線どうしの間隔である。上記長軸どうしの間隔
は、例えば図２における距離Ｂである。距離Ａは、本明細書中、蛍光灯型紫外線発生器の
長軸どうしの間隔には該当しないものである。上記間隔としては、３５ｃｍ以下であるこ
とがより好ましく、更に好ましくは、３０ｃｍ以下であり、特に好ましくは、２５ｃｍ以
下であり、最も好ましくは、２０ｃｍ以下である。これは、上記分布比率Ｘの値が本発明
によって特定される範囲に入るようにするための一つの好ましい手法である。
【００１９】
上記蛍光灯型紫外線発生器は、製品幅（ベルト基材上の製品が製造される領域の幅）の端
部付近の直上に設置されることが好ましい。これにより、端部付近で重合用溶液に照射さ
れる光量が少なくなることを抑制することができ、重合用溶液に対して照射される光量の
均一性がより向上できることになる。
【００２０】
本発明の紫外線照射装置は、蛍光灯型紫外線発生器の設置密度が低い重合前段部と、設置
密度が高い重合後段部とを有するものであることが好ましい。言い換えれば、上記紫外線
照射装置は、ベルト基材上に少なくとも重合前段部と重合後段部とを有し、該重合前段部
では蛍光灯型紫外線発生器の設置密度が重合後段部より低くなるように蛍光灯型紫外線発
生器が備えられていることが好ましい。このように異なる強度の近紫外線を２段階に分け
て照射することにより、単量体の重合が促進され、得られる重合体を充分に分子量の高い
ものとし、且つ重合体中に残存する単量体を低減でき、得られる水溶性重合体を品質の高
いものとすることができる。
なお、重合前段部は、ベルト基材上の重合開始側の領域であり、重合後段部は、ベルト基
材上の重合終端側の領域である。上記重合前段部と後段部とは繋がっていてもよいし、そ
の間に別の光強度の紫外線が照射される領域があってもよい。すなわち、２段階以上で段
階的に強度が調整されていてもよい。
【００２１】
本明細書中、上記設置密度が低い重合前段部は、一次重合ゾーンともいい、上記設置密度
が高い重合後段部は、二次重合ゾーンともいう。上記一次重合ゾーンは、重合率が９０％
以下、すなわち、使用した全原料モノマーに対する残存モノマー量の割合が１０質量％を
超える領域であり、まだ盛んに重合が起こっている領域である。二次重合ゾーンは、一次
重合ゾーンで残存したモノマー量を減らし、重合を完成させるゾーンである。
一次重合ゾーンと二次重合ゾーンとを有するような場合には、それぞれの領域で上記分布
比率Ｘを算出することとなる。
上述したように、単量体成分が充分に存在し、より精度が高い重合の制御が望ましい一次
重合ゾーンで分布比率Ｘが１５％以下であればよく、工程上特に問題がなければ、残存し
たモノマー量を減らす二次重合ゾーンでは、上記分布比率Ｘが１５％を超える形態であっ
てもよい。
【００２２】
上記のように大部分の単量体を重合させる一次重合ゾーンと、実質的に重合を完結させる
二次重合ゾーンとを設けた形態である場合、通常では、二次重合ゾーンの方が一次重合ゾ
ーンよりも紫外線強度が高くなるように設定されることになる。本願発明においてこのよ
うな形態の場合、一次重合ゾーンにおいて分布比率Ｘが１５％以下となるようにすればよ
い。ただし、一次重合ゾーンと二次重合ゾーンとの境界近傍では、紫外線強度が高い二次
重合ゾーンからの光が一次重合ゾーンに入り、光が干渉するため、通常では、一次重合ゾ
ーンの最後の部分では分布比率Ｘが１５％以下とはならない。しかし、このような部分が
一次重合ゾーンの一部に過ぎず、一次重合ゾーンの大部分を、分布比率Ｘが１５％以下で
均一になっているようにすれば本願発明の効果を充分に発揮することができる。
上記のことから、一次重合ゾーンの全面積を１００％とすれば、分布比率Ｘが１５％以下
である面積が８０％以上となるようにすることが好ましい。より好ましくは８５％以上、
更に好ましくは、９０％以上である。すなわち、一次重合ゾーンのうち、上記の割合以上
の面積部分が二次重合ゾーンからの光の影響を実質的に受けず、したがって、一次重合ゾ
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ーンの大部分が均一な光の分布比率となるようにすることが好ましい。通常では、一次重
合ゾーンだけを点灯したときに分布比率Ｘが１５％以下となるようにすれば、一次重合ゾ
ーンの距離が充分に長いので、二次重合ゾーンの影響を受けたとしても、上記面積は８０
％以上となる。なお、上記面積とはベルト基材面上の光が照射されている面積のことであ
る。
また、本発明の好ましい形態である、一次重合ゾーンと二次重合ゾーンとを設ける場合、
上述したように、通常では二次重合ゾーンの方が紫外線強度が高くなるように設定される
ことから、同様の蛍光灯型紫外線発生器を用いる場合、その配置間隔を狭くすることにな
る。したがって、分布比率Ｘとしては、一次重合ゾーンよりも二次重合ゾーンの方が低く
なるが、本発明のより好ましい形態は、上記のように一次重合ゾーンを分布比率Ｘが１５
％以下になるように低く設定するところにある。
【００２３】
上記重合前段部（蛍光灯型紫外線発生器の設置密度が低い領域）においては、１０Ｗ／ｍ
２以下の近紫外線を用いて光を照射することが好ましい。１０Ｗ／ｍ２を超える場合、光
量が高過ぎて後述する一次ピーク温度が８０℃を超えるおそれがあり、そのような場合、
充分に高い分子量の水溶性重合体を得ることができない、また、不溶解分が多く発生する
おそれがある。より好ましくは、８Ｗ／ｍ２以下であり、更に好ましくは、６Ｗ／ｍ２以
下である。特に好ましくは、４Ｗ／ｍ２以下である。下限値としては、０．２Ｗ／ｍ２で
あることが好ましい。０．２Ｗ／ｍ２未満であると、重合反応を充分に促進できないおそ
れがある。より好ましくは、１．０Ｗ／ｍ２であり、更に好ましくは、１．５Ｗ／ｍ２で
あり、特に好ましくは、３Ｗ／ｍ２である。
【００２４】
上記１０Ｗ／ｍ２以下の近紫外線は、照射時間が３分以上であることが好ましい。より好
ましくは、５分以上であり、更に好ましくは、１０分以上である。照射時間の上限として
は、１００分未満であることが好ましい。１００分以上である場合には、生産性が低くな
り、本発明の作用効果が充分に得られないことになる。より好ましくは、８０分未満であ
り、更に好ましくは、６０分未満である。
【００２５】
上記重合後段部（蛍光灯型紫外線発生器の設置密度が高い領域）においては、１０Ｗ／ｍ
２を超える近紫外線を用いて光を照射することが好ましい。照射する近紫外線が１０Ｗ／
ｍ２以下である場合、光量が低過ぎて残存する単量体を充分に減少させることができない
おそれがある。より好ましくは、１２Ｗ／ｍ２を超えるものであり、更に好ましくは、１
３Ｗ／ｍ２を超えるものである。上限値としては、１００Ｗ／ｍ２以下であることが好ま
しい。１００Ｗ／ｍ２を超えるものであると、照射強度が強過ぎて、製品が着色したり、
充分に高い分子量の重合体が得られないおそれがある。より好ましくは、８０Ｗ／ｍ２以
下であり、更に好ましくは、５０Ｗ／ｍ２以下である。特に好ましくは、１７Ｗ／ｍ２以
下である。
上記重合後段部における近紫外線の照射時間としては、残存する単量体を充分に低減でき
る照射時間であれば特に限定されないが、１～３０分であることが好ましい。より好まし
くは、３～２０分であり、更に好ましくは、５～１５分である。
【００２６】
上記設置密度が低い領域と高い領域のベルト基材の進行方向における長さの比は、６０／
４０～９５／５であることが好ましい。より好ましくは、７０／３０～９０／１０であり
、更に好ましくは、７５／２５～８５／１５である。これにより本発明の効果を充分に発
揮することができる。
【００２７】
本発明の紫外線照射装置における上記蛍光灯型紫外線発生器は、調光可能な蛍光灯型紫外
線発生器であることが好ましい。これにより、紫外線発生器の種類や数を変更することな
く光量を変えることが可能となる。また、パンチングメタル等の減光板を挿入することな
しに減光することが可能となる。従って簡便に光照射強度を重合に好適なものに調整でき
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る紫外線照射装置とすることができる。中でも、光強度の微調整が可能である点で、イン
バーター制御により照射強度を増減させることにより、照射強度を変更する形態が好まし
い。これにより、重合用溶液の反応の急激化を防ぐことができるとともに、光強度の均一
性をより優れたものとすることができ、本発明の効果をより充分に発揮することができる
。インバーター制御に用いる調光器としては、例えばＤＦ－７０１６１－ＰＤ（調光器、
商品名、東芝ライテック社製）が挙げられる。
なお、本発明の効果が損なわれることがない限り、照射強度の異なる蛍光灯型紫外線発生
器を用いたり、蛍光灯型紫外線発生器に反射笠を付けて照射強度を増したり、パンチング
メタル等の減光板を設置する等して照射強度を減少させたりすることにより、照射強度を
変更することも勿論可能である。
【００２８】
本発明の紫外線照射装置について、好ましい形態を図４～６を用いて説明する。
図４（ａ）～（ｅ）は、簡易型紫外線照射装置における好適な形態を示す模式図である。
図４（ａ）は、簡易型紫外線照射装置本体を上方から観察した場合の平面模式図であり、
（ｂ）は紫外線照射装置本体の断面模式図である。図４（ｃ）は、簡易型紫外線照射装置
の上蓋を示す平面模式図であり、（ｄ）は、該上蓋の断面模式図である。図４（ｅ）は、
簡易型紫外線照射装置本体の一部を示す断面模式図である。
上蓋１０が天井板であり、装置本体７を構成する鉛直方向の板が側板である。上蓋１０、
装置本体７に使用されている天井板及び側板の部材はＳＵＳ３０４である。なお、上蓋の
重量は、一枚１１ｋｇであり、これを４枚用いている。装置本体の重量は９５ｋｇである
。図４中には、光量計（モデルＵＶＡ－３６５、カスタム社製）のセンサーを挿入するた
めに開ける側面の小穴を記載していないが、例えば、簡易型紫外線照射装置中で紫外線の
強度分布を測定する際には、側面に小穴を開けて使用することが好ましい。図４に示す簡
易型紫外線照射装置は、重合熱に伴う水蒸気を遮断する目的で防護用ガラス（強化ガラス
板）６を蛍光灯型紫外線発生器３の下方に設置したものである。
また、図５は、簡易型紫外線照射装置中の蛍光灯型紫外線発生器３の好ましい配置形態を
示す上面図である。例えば、（Ａ）と（Ｈ）の組み合わせを同一インバーターで光強度を
制御し、同様に、（Ｂ）と（Ｇ）、（Ｃ）と（Ｆ）、（Ｄ）と（Ｅ）をそれぞれ同一イン
バーターで制御することができる。これにより光強度がより均一になるように調整するこ
ともできる。なお、上記蛍光灯型紫外線発生器３は、内蓋１０に取り付けられたものであ
り、蛍光灯型紫外線発生器３が取り付けられた面が簡易型紫外線照射装置の内側となるよ
うに設置する。
図６は、簡易型紫外線照射装置の側面図である。光量計挿入穴（本明細書中、「ＵＶセン
サー挿入穴」ともいう）は、一方の側面で８箇所ずつ（両側面で１６箇所）設けられてい
る。
以上はすべて蛍光ランプの間隔が２４８ｍｍの図面である。また、「簡易型紫外線照射装
置」とは、光強度分布を測定するために制作されたもので、実験室でも使用できるような
小型の紫外線照射装置を表し、後述する実施例３以降で用いているベルト重合機に設置さ
れるようなものではない。
【００２９】
上記蛍光灯型紫外線発生器は、中紫外線発生器及び／又は近紫外線発生器であることが好
ましい。中でも、近紫外線発生器であることが特に好ましい。これにより、重合速度を適
度な速度に制御することができ、また、ポリアクリル酸ナトリウムのような超高分子量重
合体が必要とされる分野において、高分子量の水溶性重合体を得ることができる。
上記近紫外線発生器としては、蛍光灯型のブラックライト（本明細書中、蛍光灯状の蛍光
ランプともいう）が好ましく、例えばＦＨＦ３２ＢＬＢ（調光可能な管長１．２ｍの蛍光
ランプ、商品名、東芝ライテック社製）が挙げられる。上記ＦＨＦ３２ＢＬＢは、定格ラ
ンプ電力が４５Ｗ／本であり、インバーターによる出力制御（調光）が可能である。
上記蛍光灯型のブラックライトの定格ランプ電力としては、１０～４５Ｗ／本であるもの
が好ましい。
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なお、本発明の効果が充分に発揮される限り、蛍光灯型紫外線発生器以外の紫外線発生器
を更に用いてもよい。
【００３０】
上記近紫外線発生器の波長領域としては、ベルト面における光分布の全体を１００％とす
ると、波長分布における３００ｎｍ以上、４００ｎｍ以下の部分が７０％以上であること
が好適である。７０％未満であると、３００ｎｍ未満の波長の紫外線を照射した場合、重
合反応が急激化し、残存単量体の量が少ない水溶性重合体が得られない場合がある。より
好ましくは、８０％以上であり、更に好ましくは、９０％以上であり、特に好ましくは、
実質的に１００％である。
【００３１】
本発明の紫外線照射装置において、構造的に好適な形態を以下に説明する。
上記紫外線照射装置は、側板及び天井板を備え、天井板及び側板の内面で紫外線を反射す
るように構成されていることが好ましい。このような形態は、蛍光灯型紫外線発生器から
天井板の内面及び側板の内面に照射される光が乱反射されて重合用溶液側に照射されるこ
とになり、重合用溶液に対して照射される光強度をより充分なものとするとともに、更に
均一性を高めることができるため好ましい形態である。なお、「天井板及び側板の内面」
とは、天井板及び側板のベルト基材面側に向いている面のことを指す。例えば、図１４で
は、天井板２３及び側板２４がベルト基材２５を覆うように配置され、天井板の内面と側
板の内面２４ａとによって紫外線が反射されるように構成されている。
【００３２】
上述の紫外線を反射する材料で構成されるという技術範囲には、紫外線が反射される材質
の採用、あるいは紫外線の反射を促す表面処理であればよく、このような形態が本発明の
好ましい形態の一つとなる。例えば、金属以外の材質であっても上記内面が紫外線を反射
できる材料で構成されていればよい。具体的には、蛍光灯型紫外線発生器設置室の内面と
重合室の内面とが、同一又は異なって、例えば下記（１）～（３）の形態により構成され
たものであってもよい。（１）通常の金属板単独である形態、（２）通常の金属板単独又
はそれ以外のものに、更に反射フィルムを貼った形態、（３）鏡等である形態。中でも、
（１）通常の金属板単独である形態が好ましい。上記金属板は、例えば、内面をガラスコ
ート処理してもよい。例えば、ＳＵＳ板、アルミニウム板、鉄の板等が挙げられ、中でも
ＳＵＳ板が好ましい。ＳＵＳ板は、例えば通常のＳＵＳを使用することができるが、研磨
処理し反射率を高める処理等を実施したものであってもよい。
【００３３】
本発明の紫外線照射装置は、蛍光灯型紫外線発生器が備わった蛍光灯型紫外線発生器設置
室と重合用溶液が供給され展開される重合室に分かれるように防護用ガラスで仕切られた
構造を有し、該防護用ガラスが、側面から装着及び脱着できるように複数枚に分割して設
置されていることが好ましい。より具体的には、防護用ガラスが側面から装着及び脱着で
きるように、ベルト基材の進行方向に対して垂直方向に分割して設置されているものであ
ることが好ましい。このような防護用ガラスの上面図、及び、紫外線照射装置におけるベ
ルト基材の進行方向に対して側方側の面の一例を図８に示す。
このような場合、揮発性物質が、重合室から隣接して設置された蛍光灯型紫外線発生器設
置室内に基本的に入り込まないものとすることができる。あわせて紫外線照射装置の外側
から蛍光灯型紫外線発生器設置室内にも基本的に入り込まないものとすることができる。
その結果、蛍光灯型紫外線発生器が揮発性物質に接触して漏電や腐食が生じることを防ぐ
ことができる。
また原料の重合性単量体の種類によっては、アクリルアミド等の毒性の高い重合性単量体
や、（メタ）アクリレート等の揮発性の高い重合性単量体もあるが、本発明の紫外線照射
装置は、そういった重合性単量体を扱うときにも有効となる。
【００３４】
更に、防護用ガラスが汚染した時に洗浄するために、側面から防護用ガラスを容易に装着
及び脱着することができる形態が好ましい。その結果、上記紫外線照射装置は、長期にわ
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たって当該水溶性重合体の製造に使用しても、防護用ガラスの汚染により光強度が弱くな
ることや、ベルト面の光量が不均一化するために残留単量体含量が増えることを防止する
ことができる。このように、光強度を均一に維持するためには、汚染した防護用ガラスを
脱着し、洗浄することが好ましい実施形態である。
また、例えば当該防護用ガラスがより大きな一枚のガラスにより構成される場合は、取り
扱いが困難なことや、大きなガラスの自重により割れなどが生じる可能性がある。更に、
大きなガラスの場合、ひずみやゆがみや反りが生じる結果、ガラスと蛍光灯型紫外線発生
器設置室との間にすき間ができ、結果的に重合室から揮発性物質が入り込んで蛍光灯型紫
外線発生器に漏電や腐食が生じるおそれがある。
更に、上記防護用ガラスは、複数枚に分割されたガラスが桟の上に載っている形態が好ま
しい。上記桟は、ベルト基材の進行方向に対して垂直方向に紫外線照射装置中に架設され
ているものが好ましい（例えば、図７参照。）。このように、本発明の紫外線照射装置を
備えたベルト重合機は、紫外線照射部（蛍光灯型紫外線発生器設置室）と重合室がガラス
で仕切られた構造を備えたベルト重合機であることが好ましい。
【００３５】
また、本発明の紫外線照射装置においては、上記蛍光灯型紫外線発生器設置室と重合室と
を仕切る防護用ガラスが複数枚に分割されて桟の上に載せてあるだけの形態が好ましい。
必要に応じ、上記の桟と防護用ガラスとの間に、シリコン樹脂やフッ素樹脂や耐腐食性の
ゴムのパッキンやシール材を設置することもできる。
【００３６】
上記重合室は、紫外線照射装置の外部との間にガスの出入りがある構造（例えば、図７参
照）を有することが好ましい。これにより、ガスを紫外線照射装置の外から重合室内に入
れ、重合室から再び紫外線照射装置の外に排出することができる。これにより、当該ガス
とともに重合用溶液から発生する揮発性物質を効率よく紫外線照射装置外に排出すること
ができるので、光量及び光量の分布を均一なものとすることができる。
また、蛍光灯型紫外線発生器設置室内が、ガスが流通する形態であってもよい。このよう
な形態とすることにより、重合室から蛍光灯型紫外線発生器設置室内へ揮発性物質が入り
込むことがないものとなる。また、重合室内で発生する熱により、蛍光灯型紫外線発生器
設置室内の温度が上昇するのを抑制することができる。その結果、蛍光灯型紫外線発生器
の出力を高レベルに維持することが可能となる。
【００３７】
上記防護用ガラスは、その近紫外線透過率が７０～９０％であることが本発明の紫外線照
射装置における好ましい実施形態である。７０％未満であると、ベルト面における光強度
が充分なものとならず、高品質の水溶性重合体を得ることができないおそれがある。９０
％を超えると、ガラス強度が充分なものとならないおそれがある。透過率が低くなると重
合速度が遅くなりすぎ残留単量体も増える傾向がある。上記上限は、８８％がより好まし
い。更に好ましくは、８５％である。上記下限は、７３％がより好ましい。更に好ましく
は、７５％である。特に好ましくは、７８％である。
【００３８】
上記防護用ガラスは、厚みが３～２０ｍｍであることが好ましい。３ｍｍ未満であると、
ガラスが撓みやすくなる。撓みを防止するためには、ガラスを細分化する必要があるが、
細分化すれば、ガラスを支持する桟の数が増える結果、ベルト面の影が増え、重合用溶液
に向けて均一かつ充分な光量で光を照射することができなくなるおそれがある。２０ｍｍ
を超えると、ガラスの自重が大きいため、幅広で頑丈な桟が必要となり、ベルト面の影が
増え、得られる重合体（ゲル）に品質ムラができるおそれがある。また、透過率が低下す
るおそれがある。上記防護用ガラスの厚みの下限は、３．５ｍｍであることがより好まし
い。更に好ましくは、４ｍｍである。上限は、１９ｍｍであることがより好ましい。例え
ば、上記防護用ガラスは、厚みが４～１２ｍｍであることが特に好ましい。
【００３９】
上記防護用ガラスは、重合用溶液から重合熱により発生する揮発性物質から蛍光灯型紫外
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線発生器を防護することができるガラスであればよいが、強化ガラスによって構成される
ものであることが好ましい。上記強化ガラスの具体例としては、例えばタフライト（強化
ガラス、商品名、日本板硝子社製）等が挙げられ、その厚みは、例えば、４ｍｍのもの、
１９ｍｍのもの等が挙げられる。
【００４０】
本発明はまた、本発明の紫外線照射装置を備えたベルト重合機でもある。
本発明のベルト重合機は、通常、本発明の紫外線照射装置、及び、該紫外線照射装置の下
部構造底面（重合室底面）を構成するように設置されたベルト基材を備え、水溶性重合体
含水ゲルを連続的に製造することができるものである。水溶性重合体含水ゲルを連続的に
製造するとは、人手が必要な工程を介することなく、該含水ゲルを製造し続けることをい
う。
【００４１】
上記重合を行うベルト基材とは、重合性単量体を含む重合用溶液に紫外線を照射して重合
を行うためのベルト基材であればよいが、例えば、伝熱性基材であることが好ましい。
上記伝熱性基材は、熱伝導性を有し、基材の下側から冷却した場合に、基材上の単量体成
分の重合を行うのに適した材料で作成されたものであればよく、中でも熱伝導度が６Ｗ／
ｍ・Ｋ以上のものが好ましい。このような熱伝導度の基材を用いることで、冷却水の温度
が比較的高温でも充分に冷却することができる。熱伝導度としてより好ましくは、７Ｗ／
ｍ・Ｋ以上であり、更に好ましくは、８Ｗ／ｍ・Ｋ以上である。
上記ベルト基材の具体例としては、樹脂製、スチール製、鉄製、銅製等が好適である。
より好ましくは、スチール製、鉄製、銅製等であり、更に好ましくは、スチール製である
。上記スチール製ベルト基材の材質としては、ＳＵＳ３０１、ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３１
６、ＳＵＳ３１６Ｌ等のＳＵＳ製や炭素鋼（ＣＳ）等、公知のものが使用できる。これら
の中でも、ＳＵＳ製の伝熱性基材が好ましい。より好ましくは、ＳＵＳ３０１、ＳＵＳ３
０４、ＳＵＳ３１６、ＳＵＳ３１６Ｌであり、更に好ましくは、ＳＵＳ３０１、ＳＵＳ３
０４である。
【００４２】
上記ベルト進行方向側の幅としては、１ｍ以上が好ましく、また、３０ｍ以下が好ましい
。上限は、より好ましくは２５ｍであり、更に好ましくは２０ｍである。下限は、より好
ましくは２ｍであり、更に好ましくは３ｍである。
【００４３】
上記ベルト基材は、ベルト基材上に離型材を有する形態であってもよい。
上記離型材は、光重合後の水溶性重合体を剥離しやすくする材料であればよく、例えばフ
ッ素樹脂フィルム、フッ素樹脂含浸ガラスクロス、ガラスクロス粘着テープ、カプトン粘
着テープ、フッ素樹脂フィルム、ポリフェニレンサルファイトフィルム、ポリエーテルフ
ィルム、ポリエステルフィルム、アセテートクロス、シリコーンゴム、ポリプロピレンフ
ィルム、ガラスクロス等を挙げることができる。
【００４４】
本発明は、本発明のベルト重合機を用いて、重合性単量体を含む重合用溶液に紫外線を照
射し、連続的に重合を行う工程を含む水溶性重合体の製造方法でもある。このような方法
により、重合体含水ゲルを効率的かつ容易に製造することができ、これを乾燥することに
より、例えば高粘度で不溶解分が少なく重合率の高い水溶性重合体を得ることができる。
上記水溶液重合においては、例えば、窒素ガス等の不活性ガスをバブリングする等の方法
により、水溶液（重合用溶液）中に溶解している溶存酸素を予め除去した状態で重合を行
うことが好ましい。
【００４５】
本発明の水溶性重合体の製造方法の好ましい実施形態としては、例えば単量体成分を含む
溶液（以下、モノマー液ともいう）の入ったモノマー槽からモノマー液を抜き出し、触媒
槽より触媒水溶液を抜き出し、モノマー液と触媒水溶液とが混合器で混合され、重合用溶
液としてベルト重合機に供給される形態が好ましい。
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上記モノマー液又は触媒水溶液の抜き出しは、例えばギヤーポンプを用いて単位時間当た
りに一定量を抜き出すことが好ましい。例えば、単位時間当たりにモノマー液を抜き出す
質量が単位時間当たりに触媒水溶液を抜き出す質量に対して、３～５００倍が好ましく、
１０～２００倍がより好ましい。上記重合用溶液の液比重（ｇ／ｃｍ３）は、０．９～１
．５が好ましく、１．０～１．３がより好ましく、１．０５～１．２５が更に好ましい。
【００４６】
本発明の製造方法においては、ベルト重合機を用いて含水ゲルを該含水ゲルと接するベル
ト面から連続的に剥がし続けることになる。引き剥がすための形態は、特に限定されない
が、ベルト面から含水ゲルをローラーで引き上げる形態、ベルト重合機出口にスクレーパ
ーが取り付けられていて、含水ゲルがベルト面に残留することなく排出される形態等が好
ましい。上記含水ゲルと接するベルト面とは、ベルト基材の上面を意味し、重合室の底面
を構成する。
【００４７】
上記光重合は、一次ピーク温度が８０℃以下になるように制御して行われるものであるこ
とが好ましい。光重合によると、光照射強度及び照射時間を容易に設定及び変更できるた
め、重合時間をより短縮することができ、生産性のよいものとすることができる。また、
あまり高温で蒸気が立ち上る条件はよくないが、このような形態とすることにより、当該
重合用溶液から発生する揮発性成分を低減することができるため、上述した曇りを充分に
防止し、安定に紫外線を透過させることができる。
【００４８】
上記一次ピーク温度（重合用溶液の一次ピーク温度）が８０℃を超えると、重合反応が過
度に進行することとなり、得られる水溶性重合体の分子量が充分に高いものとならないお
それがあるうえに、重合体中に残存する単量体を充分に低減できないおそれがある。また
、上述した曇りが生じ、安定に紫外線を透過させることができなくなるおそれがある。よ
り好ましくは、７５℃以下であり、更に好ましくは、７０℃以下である。重合用溶液の一
次ピーク温度の下限としては、分子量が充分なものとなる温度であればよく、３０℃以上
であることが好ましい。より好ましくは、３５℃以上であり、更に好ましくは、４０℃以
上である。
上記製造方法においては、一次ピーク温度の制御は、伝熱性基材の下面を水と接触させる
ことによって行うことが好ましい。水と接触させることによって熱伝導性に優れた伝熱性
基材の下面を冷却することにより重合用溶液を充分に冷却することができる。
上記伝熱性基材の下面を接触させる水の温度は、重合用溶液を冷却できる温度であれば特
に限定されないが、１０～４０℃であることが好ましい。
【００４９】
上記水溶液重合において、単量体成分を含む水溶液の層厚は、５～５０ｍｍが好ましい。
層厚が、５ｍｍ未満又は５０ｍｍを超えると、得られる重合体に単量体成分が残存すると
ともに重合体の分子量が充分には高くならないおそれがある。より好ましくは、８～３０
ｍｍであり、更に好ましくは、１０～２０ｍｍである。
【００５０】
本発明における単量体成分は、例えば、アクリル酸；アクリル酸を１価金属、２価金属、
アンモニア、有機アミン等で中和してなるアクリル酸塩；α－ヒドロキシ（メタ）アクリ
ル酸、クロトン酸、メタクリル酸、及び、これらの酸型単量体を１価金属、２価金属、ア
ンモニア、有機アミン等で中和してなる中和物等の不飽和モノカルボン酸系単量体；マレ
イン酸、フマル酸、イタコン酸、シトラコン酸、及び、これらの酸型単量体を１価金属、
２価金属、アンモニア、有機アミン等で中和してなる中和物等の不飽和ジカルボン酸系単
量体；ビニルスルホン酸、アリルスルホン酸、メタリルスルホン酸、スチレンスルホン酸
、２－（メタ）アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸、３－アリロキシ－２－
ヒドロキシプロパンスルホン酸、スルホエチル（メタ）アクリレート、スルホプロピル（
メタ）アクリレート、２－ヒドロキシスルホプロピル（メタ）アクリレート、スルホエチ
ルマレイミド、及び、これらの酸型単量体を１価金属、２価金属、アンモニア、有機アミ
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ン等で中和してなる中和物等の不飽和スルホン酸系単量体；（メタ）アクリルアミドメタ
ンホスホン酸、２－（メタ）アクリルアミド－２－メチルプロパンホスホン酸、及び、こ
れらの酸型単量体を１価金属、２価金属、アンモニア、有機アミン等で中和してなる中和
物等の不飽和ホスホン酸系単量体；（メタ）アクリルアミド、ｔ－ブチル（メタ）アクリ
ルアミド等の（メタ）アクリルアミド系単量体；（メタ）アクリル酸エステル、スチレン
、２－メチルスチレン、酢酸ビニル等の疎水性単量体；３－メチル－２－ブテン－１－オ
ール（プレノール）、３－メチル－３－ブテン－１－オール（イソプレノール）、２－メ
チル－３－ブテン－２－オール（イソプレンアルコール）、２－ヒドロキシエチル（メタ
）アクリレート、ポリエチレングリコールモノ（メタ）アクリレート、ポリプロピレング
リコールモノ（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコールモノイソプレノールエーテ
ル、ポリプロピレングリコールモノイソプレノールエーテル、ポリエチレングリコールモ
ノアリルエーテル、ポリプロピレングリコールモノアリルエーテル、グリセロールモノア
リルエーテル、Ｎ－メチロール（メタ）アクリルアミド、グリセロールモノ（メタ）アク
リレート、ビニルアルコール等の水酸基を有する不飽和単量体；ジメチルアミノエチル（
メタ）アクリレート、ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリレート等のカチオン性単量
体；（メタ）アクリロニトリル等のニトリル系単量体等が挙げられる。好ましい単量体と
しては、不揮発性単量体である。上記単量体は、それぞれ単独で用いてもよく、２種以上
を併用してもよい。
【００５１】
上記重合用溶液を用いて行われる重合工程においては、光重合開始剤を用いて重合させる
ことが好ましい。光重合開始剤を用いて重合させることで、重合体を高粘度のものとする
ことができ、また、残存する単量体の量を低減することができる。この場合、上記重合用
溶液に光重合開始剤を配合することが好ましい。
上記光重合開始剤としては、その作用効果を発揮するものであれば特に限定されないが、
アゾ系開始剤が好ましい。中でも、２，２′－アゾビス－２－アミジノプロパン２塩酸塩
等のアゾ系水溶性開始剤がより好ましい。
上記光重合開始剤としては、上記アゾ系水溶性開始剤以外にも、種々の光重合開始剤を用
いることができる。また、このような光重合開始剤は単独で用いてもよく、２種以上を併
用してもよく特に限定されるものではない。
【００５２】
上記光重合開始剤の使用量としては、重合に使用される単量体成分１モルに対して、０．
０００１ｇ以上が好ましく、また、１ｇ以下が好ましい。これにより、アクリル酸（塩）
系水溶性重合体の分子量や重合率を充分に高いものとすることができる。より好ましくは
、０．００１ｇ以上であり、また、０．５ｇ以下である。
【００５３】
本発明においては、熱重合開始剤を光重合開始剤と併用することが好適である。熱重合開
始剤を併用することにより、残存する単量体の量を低減することができる。また、上記重
合工程では、必要に応じて連鎖移動剤を用いてもよい。上記重合溶媒としては、水が好適
に用いられる。
【００５４】
上記重合工程の重合開始時における単量体成分の反応液中の濃度（単量体濃度）としては
、２０質量％以上であり、また、６０質量％以下であり、より好ましくは、２５～５５質
量％であり、更に好ましくは、３０～５０質量％である。上記重合開始時とは、重合する
ために所定量の単量体成分を含む反応液を調製し、重合させるときである。単量体濃度を
高くすることで重合体の増粘作用を更に高めることができる。また、生産性を向上させる
ことができる面でより有利である。しかしあまり単量体濃度が高すぎる場合、不溶解分が
増加し好ましくない。また、重合を開始する温度としては、５０℃以下であることが好ま
しい。より好ましくは、３５℃以下であり、更に好ましくは、３０℃以下である。重合開
始温度が低い方が反応の急激化等の異常反応に基づく危険がなくなると共に、高濃度での
反応が容易となるため、生産性の面で有利である。また、上記の重合温度は、得られる水
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【００５５】
本発明の製造方法により得られる水溶性重合体の中和度は、４０～１００モル％であるこ
とが好ましい。上記水溶性重合体の中和度は、アクリル酸塩系重合体が有する酸基と中和
された状態の基の総和を１００モル％として示したときの、中和された状態の基の含有量
（中和度）をいう。より好ましくは、６０モル％以上であり、更に好ましくは、８０モル
％以上である。
【００５６】
上述した重合工程により得られた水溶性重合体含水ゲルは、更に押出工程、乾燥工程及び
粉砕工程に供して、（メタ）アクリル酸（塩）系水溶性重合体（粉体）を製造することが
できる。ここで、押出工程は、重合工程で得られた重合体のゲル状物を押し出しすること
により、乾燥しやすいように解砕する工程である。粉砕工程は、その乾燥物を一定の大き
さ（粒度）に砕く工程である。このようにして得られた粉粒体を次の分級工程で分級して
もよい。上記工程としては特に限定されず、通常行われる方法が採用される。
【００５７】
上記乾燥工程においては、重合物を好ましくは５０℃～２２０℃で乾燥させることにより
、乾燥物である水溶性重合体を得ることができる。重合物を乾燥させる方法としては、例
えば、乾燥しやすいように、重合物を切断する等の方法により重合物の表面積を大きくし
たり、減圧乾燥したりすることが好ましい。乾燥温度が５０℃よりも低いと、重合物を充
分に乾燥させることができないおそれがあり、２２０℃よりも高いと、重合物の熱架橋が
起こり、不溶解分が多くなるおそれがある。また、２４０℃よりも高い場合には、重合物
の主鎖や架橋点の切断が起こるおそれがある。よって、より好ましい乾燥温度は、１００
～２１０℃である。更に好ましくは、１５０～２００℃である。なお乾燥時間としては、
重合物に含まれる水分量や乾燥温度等に応じて適宜設定すればよい。
重合後の処理工程としては、押出、乾燥、粉砕、分級の順に、これらの工程を含むことが
好ましい。このような工程を経ることにより、種々の分野に好適に使用できる水溶性重合
体が得られることとなる。
【００５８】
本発明における水溶性重合体の残存単量体濃度は、１質量％以下であることが好ましい。
水溶性重合体において、残存単量体濃度（残存モノマー濃度）が１質量％を超えると、品
質が低いものとなり、本発明の作用効果を充分に発揮できないおそれがある。より好まし
くは、０．５質量％以下であり、更に好ましくは、０．３質量％以下である。
上記残存単量体濃度（残存モノマー濃度）は、例えば重合体がポリアクリル酸ナトリウム
である場合、「食品添加物公定書」、第７版、ｐ．４３６－４３７、又は、「飼料添加物
の成分規格等収載書」、第１０版、ｐ．２３９－２４０に記載の純度試験の項に記載の以
下の方法で測定されるものである。なお、アクリル酸（塩）系水溶性重合体を食品添加物
用、又は、飼料添加物用として用いる場合は、下記方法によって残存モノマーの量を求め
るとき、その量は１％以下でなければならない。
【００５９】
残留単量体の測定方法
〔臭素付加法〕
本品（重合体）約１ｇを精密に量り、３００ｍｌのヨウ素瓶に入れ、水１００ｍｌを加え
、時々振り混ぜながら約２４時間放置して溶かす。この液に臭素酸カリウム・臭化カリウ
ム試液１０ｍｌを正確に量って加え、更によく振り混ぜ、塩酸１０ｍｌを手早く加え、直
ちに密栓して再びよく振り混ぜた後、ヨウ素瓶の上部にヨウ化カリウム試液約２０ｍｌを
入れ、暗所で２０分間放置する。次に栓を緩めてヨウ化カリウム試液を流し込み、直ちに
密栓をしてよく振り混ぜた後、０．１ｍｏｌ／ｌチオ硫酸ナトリウム溶液で滴定する（指
示薬デンプン試液２ｍＬ）。別に同様の方法で空試験を行い、次式により含量を求める。
【００６０】
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【数１】

【００６１】
ただし、ａ：空試験における０．１ｍｏｌ／ｌチオ硫酸ナトリウム溶液の消費量（ｍｌ）
ｂ：本試験における０．１ｍｏｌ／１チオ硫酸ナトリウム溶液の消費量（ｍｌ）
【００６２】
本発明における水溶性重合体の不溶解分は、２質量％以下であることが好ましい。不溶解
分が２質量％を超えると、品質が低いものとなり、本発明の作用効果を充分に発揮できな
いおそれがある。より好ましくは、１質量％以下であり、更に好ましくは、０．８質量％
以下であり、特に好ましくは、０．６質量％以下である。最も好ましくは、含まれないこ
とである。
上記不溶解分は、イオン交換水４９９ｇに水溶性重合体１．０ｇを添加し、５０分間攪拌
した後に２５℃とし、５００μｍの網目のふるいを用いて濾過することにより、含水状態
の不溶物を取り出し、下記計算式；
不溶解分（質量％）＝｛不溶物の質量（ｇ）／５００（ｇ）｝×１００
に基づいて算出される値である。なお、本明細書中、不溶解分は、水溶液中のアクリル酸
（塩）系水溶性重合体を上記フィルタで濾過後、１分以内に測定される値とする。なお、
濾過及び秤量は、２５℃、湿度６０％以上の条件で行う。
【００６３】
〔溶液粘度の測定方法〕
容量５００ｍｌのビーカーにメタノール２０ｍｌを入れた後、水溶性ポリ（メタ）アクリ
ル酸塩を純分として１ｇ添加する。マグネチックスターラーで攪拌しながら、イオン交換
水５００ｍｌを添加した後、ジャーテスターを使用し１００ｒｐｍで５０分間攪拌溶解さ
せる。その後、３０℃に温度調整してＢ型粘度計（株式会社トキメック社製）を用いて３
０ｒｐｍの回転数で測定する。
【発明の効果】
【００６４】
本発明の紫外線照射装置は、上述の構成よりなり、当該紫外線照射装置を備えたベルト重
合機を用いて品質が一定で残留単量体量が少なく高品質な水溶性重合体を効率よく製造す
ることができるものであり、医薬用、塗料用、土木・建築用、その他一般工業用において
、増粘剤、粘着剤、凝集剤、吸湿剤、乾燥剤等として用いられる水溶性重合体を好適に製
造することができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６５】
以下に実施例を掲げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例のみに限
定されるものではない。なお、特に断りのない限り、「部」は「重量部」を、「％」は「
質量％」を意味するものとする。
【００６６】
実施例１、２及び比較例１において、ランプの位置、測定点の位置を示すａ地点～ｈ地点
、１地点～１１地点とは、図１中に示した測定点２の位置を示しているものである。以下
、紫外線発生器を「ランプ」ともいう。また、蛍光灯型紫外線発生器を「蛍光ランプ」と
もいう。「ランプの位置」とは、ランプを上面からみた場合にベルト基材の上方において
対応する位置を意味する。なお、図１中の両端矢印に付された数値は長さ（ｍｍ）を表す
。
実施例１及び２においては、ＤＦ－７０１６１－ＰＤ（調光器、商品名、東芝ライテック
社製）を紫外線照射装置に組み込み、調光器（インバーター）の制御電圧を測定した。
最大の光強度を示す電圧は０ボルトであった。また、最小の光強度を示す電圧は９ボルト
であった。制御電圧が０ボルトのデータ（実施例１）と共に、制御電圧を４ボルトにして
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（紫外線照射装置）
上記実施例１～２及び比較例１においては、図４～６に示した紫外線照射装置において、
紫外線照射装置内に設置した蛍光灯型紫外線発生器の配置を変化させて使用した。
装置の材質は、ＳＵＳ３０４であり、蛍光ランプの長軸はベルトの進行方向を想定したも
のであった。
（光量測定点）
以下に示す実施例においては、図１に示す測定点２の位置を用いた。蛍光ランプの配置に
ついては、この測定点を基準にして示す。
【００６７】
実施例１
図１は、実施例１に係る紫外線照射装置において、ランプの配置と測定点の配置を示す図
である。
ランプ間隔２４８ｍｍ（調光器０ボルト）時の光強度分布
下記の条件で行った。
壁面数；　（４壁面＋１底面）
ランプ
・種類；ブラックライト　ＦＨＦ３２ＢＬＢ
・本数；４本（ランプ間隔２４８ｍｍ）
・ガラス；強化ガラス（タフライト、厚み４ｍｍ）
《ランプの位置》
第一ランプ１ａの位置；３地点と４地点との間。
第二ランプ１ｂの位置；５地点。
第三ランプ１ｃの位置；６地点と７地点との間。
第四ランプ１ｄの位置；８地点。
《各ランプ（第一～第四ランプ）の端の位置》
・ａ地点とｂ地点の間
・ｇ地点とｈ地点の間
《各ランプ（第一～第四ランプ）の制御電圧》
０ボルト（０ボルト時は光強度が最大）　
参考；光強度が最小時の電圧は９Ｖであった。
【００６８】
ランプ間隔２４８ｍｍ（調光器０ボルト）時の光強度分布を表１及び図９に示す。
表１～３中で、数値は光強度（Ｗ／ｍ２）を表す。
図１は、実施例１にかかる紫外線照射装置中に４本のランプ（蛍光灯型紫外線発生器）を
設置したときの平面模式図である。実施例１では、図１のように４本のランプ（第一～第
四ランプ）を用いて測定を行っているため、この４本のランプの内側に配置された測定点
を用いて紫外線強度の平均値と標準偏差とを求め、光量分布の程度を表す分布比率（標準
偏差／平均値×１００）を算出した。すなわち、実施例１においては、４地点～８地点、
ｂ地点～ｇ地点における測定点を用いた。
上記測定範囲において、光強度分布の標準偏差は、０．６０Ｗ／ｍ２であり、光強度分布
の各光強度の平均値は、４．６Ｗ／ｍ２であった。この場合の、光量分布の程度を表す分
布比率は、１３．０％であった。なお、表１に測定結果を示すが、光強度分布の算出に用
いた測定値は、表１中の太線で囲まれた部分である。
【００６９】
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【表１】

【００７０】
実施例２
実施例２においては、調光器の電圧を変化させたこと以外は、実施例１と同様にして光強
度分布の測定を行った。
ランプ間隔２４８ｍｍ（調光器４ボルト）時の光強度分布
下記の条件で行った。
壁面数；（４壁面＋１底面）
ランプ
・種類；ブラックライト　ＦＨＦ３２ＢＬＢ
・本数；４本（ランプ間隔２４８ｍｍ）
・ガラス；強化ガラス（タフライト、厚み４ｍｍ）
《ランプの位置》
第一ランプの位置；３地点と４地点との間。
第二ランプの位置；５地点。
第三ランプの位置；６地点と７地点との間。
第四ランプの位置；８地点。
《各ランプ（第一～第四ランプ）の端の位置》
・ａ地点とｂ地点の間
・ｇ地点とｈ地点の間
《各ランプ（第一～第四ランプ）の制御電圧》
４ボルト（０ボルト時は光強度が最大）
参考；光強度が最小時の電圧は直流９ボルトであった。
【００７１】
ランプ間隔２４８ｍｍ（調光器４ボルト）時の光強度分布を表２及び図１０に示す。
実施例２に関しても、実施例１と同様に、４地点～８地点、ｂ地点～ｇ地点における測定
点を用いて光強度分布を算出した。
上記測定範囲において、光強度分布の標準偏差は、０．４２Ｗ／ｍ２であり、光強度分布
の各光強度の平均値は、３．３Ｗ／ｍ２であった。この場合の、光量分布の程度を表す分
布比率は、１２．７％であった。表２に測定結果を示すが、光強度分布の算出に用いた測
定値は、表２中の太線で囲まれた部分である。
【００７２】



(19) JP 2010-53309 A 2010.3.11

10

20

30

40

【表２】

【００７３】
比較例１
比較例１では、実施例１に対してランプの配置を変化させて光強度分布の測定を行った。
ランプ間隔４９７ｍｍ（調光器０ボルト）時の光強度分布は下記の条件で測定した。
壁面数；（４壁面＋１底面）
ランプ　　
・種類；ブラックライト　ＦＨＦ３２ＢＬＢ 
・本数；４本（ランプ間隔４９７ｍｍ）
・ガラス；強化ガラス（タフライト、厚み４ｍｍ）
《ランプの位置》
第一ランプの位置；１地点と２地点との間。
第二ランプの位置；５地点。
第三ランプの位置；７地点と８地点との間。
第四ランプの位置；１０地点と１１地点との間。
《各ランプ（第一～第四ランプ）の端の位置》
・ａ地点とｂ地点の間
・ｇ地点とｈ地点の間
《各ランプ（第一～第四ランプ）の制御電圧》
０ボルト（０ボルト時は光強度が最大）
参考；光強度が最小時の電圧は直流９Ｖであった。
【００７４】
ランプ間隔４９７ｍｍ時の光強度分布を表３及び図１１に示す。
比較例１では、使用した４本のランプの内側に配置された測定点を用いて光量分布の程度
を表す分布比率を算出した。すなわち、比較例１においては、２地点～１０地点、ｂ地点
～ｇ地点における測定点を用いて、光強度分布を算出した。
上記測定範囲において、光強度分布の標準偏差は、０．６７Ｗ／ｍ２であり、光強度分布
の各光強度の平均値は、２．８Ｗ／ｍ２であった。この場合の、光量分布の程度を表す分
布比率は、２３．９％であった。表３に測定結果を示すが、光強度分布の算出に用いた測
定値は、表３中の太線で囲まれた部分である。
【００７５】
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【表３】

【００７６】
実施例１（ランプ間隔が２４８ｍｍ〔０ボルト〕時）では、比較例１と比較して光強度分
布が非常に小さくなった。また、実施例１の測定結果を示す図９と比較例１の測定結果を
示す図１１を比較するとわかるように、実施例１における光強度分布は、ベルト基材の幅
方向において、極大値が実質的に１つであった。すなわち、４本の蛍光灯が相互に干渉す
る結果、強度ピークとしては１本となった。比較例１においては、４本のピークがあらわ
れる結果となった。このことから、蛍光灯型紫外線発生器どうしの間隔を小さくすること
によって、光強度分布を小さくすることができ、少なくとも上記間隔が約２５ｃｍ以下で
ある場合には、その効果が充分に立証されているということができる。
実施例２（ランプ間隔２４８ｍｍ〔調光器４ボルト〕時）は、調光器の電圧を４ボルトと
することにより減光したものであるが、実施例１と同様に、光強度分布が小さく、均等に
減光されていることが分かった。この結果より、調光可能な蛍光灯型紫外線発生器を用い
ることによって、蛍光灯型紫外線発生器の配置の変更等、煩雑な作業を行うことなく、ま
た、光量分布を広くすることなく、重合用溶液に照射される紫外線の強度を容易に変化さ
せることを立証している。
実施例１及び２においては、簡易型の紫外線照射装置を用いているが、蛍光灯型紫外線発
生器の間隔や、配列等を特定することにより充分に光強度分布を小さくすることができる
ことが立証されている。光強度分布は同様の配置をとる限り変わるものではないため、実
際に製品を量産するために用いる紫外線照射装置を備えたベルト重合機であっても同様に
、蛍光灯型紫外線発生器の配列等を特定することにより、実施例１及び２と同様の効果が
得られることは明らかなものであるといえる。
また、上記測定結果から、例えば、実施例１及び２における測定範囲に対応するように紫
外線が照射される領域を設定することによって光強度分布を均一なものとすることができ
る。例えば、ポリアクリル酸ナトリウムの重合等を行う場合に、上記測定結果を考慮して
光強度の微調整（重合用溶液に対する光量を充分なものとしながらその均一性を際立って
優れたものとすること）することが高品質（高分子量）の製品を得るうえで極めて重要で
ある。
【００７７】
実施例３
図７に示したベルト重合機を用いて重合を行った。
該重合機は、重合に先立って以下の条件に調整されている。
気相部酸素濃度が８ｖｏｌ％となるように、重合室内は重合室のガス入り口１４より連続
的に窒素が導入されている。重合室内における一次重合ゾーンにおけるベルト基材中央上
部の近紫外線強度は３．０Ｗ／ｍ２となるように調光されている。また、二次重合ゾーン
におけるベルト基材中央上部の近紫外線強度は、１３．０Ｗ／ｍ２となるように調光され
ている。
ベルトスピードは３９．５ｃｍ／ｍｉｎとなるように調整されている。該条件下、アクリ
ル酸ナトリウム３６％、グリセリン２．５％（対アクリル酸ナトリウム）、光重合開始剤
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としての２，２′－アゾビス－２－アミジノプロパン塩酸塩０．０３ｇ／モル（対アクリ
ル酸ナトリウム）を含むｐＨ１０．０で溶存酸素が５ｐｐｍの重合液を図７の１９で示し
た重合用溶液の供給口より、５５０ｋｇ／Ｈｒの割合で供給した。約２５分経過後、ベル
ト基材の終端部より厚みが約１５ｍｍの含水ゲルが連続的に製造された。両端に存在する
端ゲル（エッジロープより中央部に向けて１０ｃｍまでのゲル）を一つにまとめ以下に示
した手順に従って乾燥粉末を得た。また、端ゲルとは別に中央部に存在するゲルを端ゲル
と同様に処理して乾燥粉末を得た。
【００７８】
図７は、製品幅（ベルト基材の両端に設けられた高さ３０ｍｍのエッジロープ間の距離）
１３３０ｍｍ、重合長９８８０ｍｍの紫外線照射装置を備えた、ベルト基材幅が１５５０
ｍｍのベルト重合機である。蛍光灯型紫外線発生器３は、ブラックライト蛍光ランプであ
り、蛍光灯型紫外線発生器の長軸方向（長軸方向の長さ１２３０ｍｍ）がベルト基材の進
行方向に沿って設置されている。蛍光灯型紫外線発生器３は、合計８８本用いた。
一次重合ゾーン（低密度部）は、７本×６列＝４２本であり、蛍光灯型紫外線発生器３ど
うしの間隔は、２２１ｍｍである。
二次重合ゾーン（高密度部）は、２３本×２列であり、蛍光灯型紫外線発生器３どうしの
間隔は、６０ｍｍである。
紫外線発生器（ＵＶ蛍光ランプ）の仕様は、メロウライン（品名、管長１．２ｍ、定格ラ
ンプ電力４５Ｗのブラックライト、型名「ＦＨＦ３２ＢＬＢ」、東芝ライテック社製）で
ある。また、図７に示されるベルト重合機では、ベルトの進行方法に沿って蛍光灯型紫外
線発生器の長軸方向が配置されているため、製品幅（１３３０ｍｍ）の端部においても隙
間が生じないように配置することができるため、ベルト基材の端部に対しても均一に紫外
線を照射することができる。
強化ガラスの仕様は、タフライト（厚み４ｍｍの強化ガラス、日本板硝子社製）である。
紫外線照射装置の天井板、側板の仕様は、ＳＵＳ３０４板であり、図７で示される、本発
明にかかる紫外線照射装置を備えたベルト重合機は、ガラス１１が側面部から脱着できる
ような構造になっており、ガラス面の洗浄作業も容易に行える構造になっている。
紫外線発生器の光照射強度（近紫外線強度）は、ベルト基材面において測定される光照射
強度であり、光照射強度は、下記の光量計で測定した。
装置：ＵＶメーター
メーカー：株式会社カスタム
型式：本体　ＵＶＡ－３６５
センサー：ＵＶセンサー（スペクトラ応答性 ３００ｎｍ～４００ｎｍ〔３５５ｎｍ中心
ポイント〕）
このときの、一次重合ゾーンにおける光強度分布の標準偏差は、０．２７Ｗ／ｍ２であり
、光強度分布の各光強度の平均値は、３．０Ｗ／ｍ２であった。従って、一次重合ゾーン
における光量分布の程度を表す分布比率は９．０％であった。また、二次重合ゾーンにお
ける光強度分布の標準偏差は、０．２７Ｗ／ｍ２であり、光強度分布の各光強度の平均値
は、１３．０Ｗ／ｍ２であった。従って、二次重合ゾーンにおける光量分布の程度を表す
分布比率は２．１％であった。
なお、一次重合ゾーン及び二次重合ゾーンにおける光量分布を表す分布比率Ｘに関してで
あるが、二次重合ゾーンにおいては照射される光量をより高くするために紫外線発生器が
密に設置されているので、その結果、分布比率が少なくなる。よって、一次重合ゾーンよ
りも２次重合ゾーンの方の光量分布を示す分布比率が下がることになる。
【００７９】
＜ゲルの処理方法（乾燥粉末の取得方法）＞
端ゲル（又は中央部ゲル）をミートチョッパー（平賀工作所製、Ｎｏ．３２Ｅ型、ダイス
径４．５ｍｍΦ）で押出す。該押出しゲルを２００℃で４０分間乾燥する。風向はＵＰフ
ローでありその線速は１．５ｍ／Ｓである。このようにして乾燥された乾物を卓上粉砕機
で粉砕した後、２０メッシュパスとなるように分級して乾燥粉末を得た。
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上記乾燥粉末の、溶液粘度、残存単量体、不溶解分を前記測定方法に従って測定し、結果
を表４に示した。
【００８０】
実施例４
実施例３と同様のベルト重合機を用いた。蛍光灯型紫外線発生器は、合計９４本用いた。
一次重合ゾーン（低密度部）は、８本×６列＝４８本であり、蛍光灯型紫外線発生器どう
しの間隔は、１９０ｍｍである。
二次重合ゾーン（高密度部）は、２３本×２列であり、蛍光灯型紫外線発生器どうしの間
隔は、６０ｍｍである。一次重合ゾーンにおける光強度の平均値を３．０Ｗ／ｍ２に調光
した時の光強度分布の標準偏差は０．２５Ｗ／ｍ２であった。従って、一次重合ゾーンに
おける光量分布の程度を表す分布比率は８．３％であった。また、二次重合ゾーンにおけ
る光強度分布の標準偏差は、０．２７Ｗ／ｍ２であり、光強度分布の各光強度の平均値は
、１３．０Ｗ／ｍ２であった。従って、二次重合ゾーンにおける光量分布の程度を表す分
布比率は２．１％であった。
その他の条件については、実施例３と同様である。
【００８１】
実施例５
実施例３と同様のベルト重合機を用いた。蛍光灯型紫外線発生器は、合計７６本用いた。
一次重合ゾーン（低密度部）は、５本×６列＝３０本であり、蛍光灯型紫外線発生器どう
しの間隔は、３３３ｍｍである。
二次重合ゾーン（高密度部）は、２３本×２列であり、蛍光灯型紫外線発生器どうしの間
隔は、６０ｍｍである。一次重合ゾーンにおける光強度の平均値を３．０Ｗ／ｍ２に調光
した時の光強度分布の標準偏差は０．４４Ｗ／ｍ２であった。光強度分布の各光強度の平
均値は、３．０Ｗ／ｍ２であった。従って、一次重合ゾーンにおける光量分布の程度を表
す分布比率は１４．７％であった。また、二次重合ゾーンにおける光強度分布の標準偏差
は、０．２７Ｗ／ｍ２であり、光強度分布の各光強度の平均値は、１３．０Ｗ／ｍ２であ
った。従って、二次重合ゾーンにおける光量分布の程度を表す分布比率は２．１％であっ
た。
その他の条件については、実施例３と同様である。
なお、上記実施例３～５において、一次重合ゾーンに関してはすべて、９０％以上の面積
領域（有効測定面積）にわたって分布比率が１５％以下となっていた。
【００８２】
比較例２
実施例３と同様のベルト重合機を用いた。蛍光灯型紫外線発生器は、合計７０本用いた。
一次重合ゾーン（低密度部）は、４本×６列＝２４本であり、蛍光灯型紫外線発生器どう
しの間隔は、４４３ｍｍである。二次重合ゾーン（高密度部）は、２３本×２列であり、
蛍光灯型紫外線発生器どうしの間隔は、６０ｍｍである。一次重合ゾーンにおける光強度
の平均値を３．０Ｗ／ｍ２に調光した時の光強度分布の標準偏差は０．４９Ｗ／ｍ２であ
った。従って、一次重合ゾーンにおける光量分布の程度を表す分布比率は１６．３％であ
った。また、二次重合ゾーンにおける光強度分布の標準偏差は、０．２７Ｗ／ｍ２であり
、光強度分布の各光強度の平均値は、１３．０Ｗ／ｍ２であった。従って、二次重合ゾー
ンにおける光量分布の程度を表す分布比率は２．１％であった。
その他の条件については、実施例３と同様である。
【００８３】
比較例３
実施例３と同様の紫外線照射装置を備えたベルト重合機を用いた。蛍光灯型紫外線発生器
は、ブラックライト蛍光ランプであり、蛍光灯型紫外線発生器の長軸方向（長軸方向の長
さ１２３０ｍｍ）がベルト基材の進行方向に対して垂直方向に設置されている。蛍光灯型
紫外線発生器は、合計７７本用いた。一次重合ゾーンは、７４１０ｍｍで、二次重合ゾー
ンは、２４７０ｍｍである。
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一次重合ゾーン横置（低密度部）は、３５本であり、２１２ｍｍ間隔で設置されている。
二次重合ゾーン横置（高密度部）は、４２本であり、６０ｍｍ間隔で設置されている。
紫外線発生器（ＵＶ蛍光ランプ）の仕様は、メロウライン（品名、管長１．２ｍ、定格ラ
ンプ電力４５Ｗのブラックライト、型名「ＦＨＦ３２ＢＬＢ」、東芝ライテック社製）で
ある。なお、比較例３における、蛍光ランプ間の距離の算出であるが、一次重合ゾーンと
二次重合ゾーンの境界部に、二次重合ゾーンの１本目の蛍光ランプを設置するものとして
蛍光ランプ間の間隔を算定したものである。例えば、当該境界部に、仮に一次重合ゾーン
用の最後尾列のランプが設置されたものとする場合でも同様に、それぞれのゾーンに設置
する蛍光ランプの本数から間隔を算定しランプ間隔とすればよい。
この場合、蛍光灯型紫外線発生器の長さが１２３０ｍｍであり、重合性溶液をせきとめる
ためのエッジロープの間隔が１３３０ｍｍであるため、蛍光灯型紫外線発生器とエッジロ
ープとの間にそれぞれ５０ｍｍの間隔が生じている。一次重合ゾーンにおける光強度の平
均値を３．０Ｗ／ｍ２に調光した時の光強度分布の標準偏差は、０．９３Ｗ／ｍ２であっ
た。従って、一次重合ゾーンにおける光量分布の程度を表す分布比率は３１．０％であっ
た。また、二次重合ゾーンにおける光強度分布の標準偏差は、０．７６Ｗ／ｍ２であり、
光強度分布の各光強度の平均値は、１４．４Ｗ／ｍ２であった。従って、二次重合ゾーン
における光量分布の程度を表す分布比率は５．３％であった。
強化ガラスの仕様は、タフライト（厚み４ｍｍの強化ガラス、日本板硝子社製）である。
紫外線照射装置の天井板、側板の仕様は、ＳＵＳ３０４板である。
表４に、実施例３～５及び比較例２及び３の結果を示す。
【００８４】

【表４】

【００８５】
実施例３～５及び比較例２を比較した場合、蛍光灯型紫外線発生器どうしの間隔を狭くす
ることによって、光強度分布が改善し、得られるゲルにおいても均一性が向上して高品質
の製品が製造されていることがわかる。また、比較例２では、残留単量体含量（残存単量
体濃度）が１．０％を超えているため、食品添加物の成分規格に適合しないものであった
。
実施例３と比較例３とを比較した場合、蛍光灯型紫外線発生器の配列が異なるため、比較
例３では、紫外線照射強度の分布が大きくなり、端部で製造されたゲルと、中央部で製造
されたゲルとで、残存単量体分や不溶解分の差異が大きくなる。本発明の紫外線照射装置
（ベルト基材面における光量分布の程度を表す分布比率が１５％以下のもの）を用いるこ
とによって、端部と中央部との均一性が高まり高品質のゲルが製造されていることがわか
る。
【００８６】
比較例３のように、蛍光灯型紫外線発生器の長軸方向（長軸方向の長さ１２３０ｍｍ）が
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ベルト基材の進行方向に対して垂直方向に設置されている場合には、上述したように、蛍
光灯型紫外線発生器とエッジロープとの間にそれぞれ５０ｍｍの間隔ができ、これにより
、ベルト基材の端部で製造されたゲルと、中央部で製造されたゲルとで品質に差異が生じ
ることとなる。実施例３においては、蛍光灯型紫外線発生器の長軸方向がベルト基材の進
行方向に沿って配列されていることによって、光強度分布が改善されているため、端部で
製造されたゲルと、中央部で製造されたゲルの品質を均一化することができる。すなわち
、本発明の紫外線照射装置を用いたベルト重合機を用いることによって、高品質で均一性
が優れたゲルを製造することができることとなる。
【００８７】
（結論）ベルト基材面における紫外線の光量分布の程度を表す分布比率を１５％以下とす
る、例えば、上記蛍光灯型紫外線発生器の長軸方向がベルト基材の進行方向に沿って配列
することや、蛍光灯型紫外線発生器どうしの間隔を狭くすること等により、製造される上
記光強度の微調整が可能となり、光強度分布を小さいもの、すなわち、本発明の紫外線照
射装置を用いたベルト重合機により得られるゲル等の品質を高めることができる。
例えば、蛍光灯型紫外線発生器の長軸方向がベルト基材の進行方向に対して垂直方向に配
列されている場合には、紫外線照射装置や重合を行うためのベルト基材の大きさによって
は、ベルト基材上の製品幅の端部に紫外線発生器が設置されていない隙間が生じる。その
ため、中央部と端部とで光照射強度に分布が生じ、その結果、重合体が不均質なものとな
るおそれがある。重合後段は、未反応単量体量を低減させる工程であり、重合前段におけ
るほどの光量均一性は必要ないことになる。そこで後段は光強度が強い種々の形態とする
ことができる。上述した実施例及び比較例から、本発明の紫外線照射装置を備えたベルト
重合機を用いて高品質の水溶性重合体を製造することができることが明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】図１は、簡易型紫外線照射装置における底面（ベルト基材面を想定）における紫
外線照射強度の測定点の一形態を示す図である。
【図２】図２は、蛍光灯型紫外線発生器の長軸どうしの間隔（Ｂ）を示す図である。
【図３】図３は、本発明のベルト重合機における蛍光灯型紫外線発生器の配列の一形態を
示す図である。
【図４】図４は、本発明の簡易型紫外線照射装置の一形態を示す図である。（図中にふさ
れた長さの単位はｍｍである。）。
【図５】図５は、本発明の簡易型紫外線照射装置の一形態を示す上面図である。
【図６】図６は、本発明の簡易型紫外線照射装置の一形態を示す側面図である。
【図７】図７は、本発明の紫外線照射装置が設置されたベルト重合機の一形態を示す上面
図及び側面図である。
【図８】図８は、紫外線照射装置における防護用ガラスの一形態を示す上面図及び紫外線
照射装置のフード側面の一形態を示す図である。
【図９】図９は、実施例１にかかる光強度分布を示す図である。
【図１０】図１０は、実施例２にかかる光強度分布を示す図である。
【図１１】図１１は、比較例１にかかる光強度分布を示す図である。
【図１２】図１２は、水銀ランプの形状を示す図である。
【図１３】図１３は、蛍光灯型紫外線発生器の配列の一形態を示す平面図である。（ａ）
は、ベルト基材の進行方向に対して垂直方向に蛍光灯型紫外線発生器の長軸方向が配置さ
れ、ベルト基材の進行方向に１列で並んでいる形態であり、（ｂ）は、ベルト基材の進行
方向に対して垂直方向に蛍光灯型紫外線発生器の長軸方向が配置され、ベルト基材の進行
方向に２列で並んでいる形態である。
【図１４】図１４は、側板としてはベルト基材の端部付近に鉛直又は略鉛直に設置され、
天井板としては側板に支えられてベルト基材面に対して平行又は略平行に設置される形態
の一例を示す斜視模式図である。
【符号の説明】
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【００８９】
１ａ：第一ランプ
１ｂ：第二ランプ
１ｃ：第三ランプ
１ｄ：第四ランプ
２：測定点
３：蛍光灯型紫外線発生器
４：ベルト基材の進行方向
５：ベルト基材上の縁
６：防護用ガラス
７：装置本体
８：取手
９：桟
１０：上蓋 
１１：強化ガラス（タフライト４ｍｍ厚）
１２：ＵＶセンサー挿入穴
１３、２７：ベルト重合機
１４ａ、１４ｂ：ガス入口
１５ａ、１５ｂ：ガス出口
１７：カーテン
１８：重合用溶液
１９：重合用溶液供給口
２０：トレイ
２１：トレイ取り出し口
２２：のぞき窓
２３：天井板
２４：側板
２４ａ：側板の内面
２５：ベルト基材
２６：エッジロープ
２７：製品幅
２８：端部
２９：中央部
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